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石油製品需給動態統計について（概要）

○調査品目
原油、ガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、A重油、B・C重油等
※品目は日本工業規格（JIS規格）に基づいている。

○調査事項
・月間受入量（輸入、販売業者等よりの購入、石油化学よりの返還等）
・月間払出量（輸出、製造業者等への販売、自家消費等）
・月末在庫
・輸入元又は輸出先の国名、量等 等
○調査対象数
約290事業所

○調査票回収率
100％

○公表スケジュール
【速報】翌月末、【確報】翌々月中頃、【年報】翌年６月中頃

 石油のほぼ全量を海外からの輸入に依存する我が国にとって、石油危機が起きる可能
性は常に存在しており、平常時から石油の需給動向等について収集することが必要。

 石油製品需給動態統計調査は、ガソリンや灯油等といった石油製品の国内の需給動
向を把握するため、石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく石油業者等に対し、原
油及び石油製品の月間受入量、月間払出量、月末在庫量等を調査している。
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基幹統計の範囲についての検討（資料２－２から再掲）
※統計法第２条
４ この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。
一、二（略）
三 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの

イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計

７ この法律において「一般統計調査」とは、行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものをいう。

中小事業所 大規模事業所

石油等消費動態統計

〈製造業９業種〉
鐵鋼、化学、紙・パルプ等

①製造業９業種

④商業・サービス業

産業部門

業務部門

家庭部門

運輸部門 自動車輸送統計・自動車燃料消費量調査
航空輸送統計 鉄道輸送統統計 内航船舶輸送統計等

家計調査(総務省) 他

②９業種以外の製造業

③非製造業(農林水産業・鉱業・建設業)

事業所別
部門別

エネルギー消費統計 石油等消費動態統計（基幹統計）
統計の体系的な整備に向けた環境を整え
るため、平成28年度から経済産業省調査
統計部より資源エネルギー庁に移管

エネルギー消費統計（一般統計）
これまでの検討を踏まえ、基幹統計化につい
て検討を加える。
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参考：調査票
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